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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン基板の受光面側にポリシラザン膜又はポリシロキサン膜を形成する工程と、こ
のポリシラザン膜又はポリシロキサン膜のうち高濃度拡散層を形成すべき領域を除去して
当該領域に開口部を形成する工程と、次いで前記ポリシラザン膜又はポリシロキサン膜及
び開口部を覆って第一のドーパント塗布剤を塗布し、更に８００～１１００℃で熱処理し
て前記ポリシラザン膜又はポリシロキサン膜をシリコン含有無機薄膜とすると共に、該シ
リコン含有無機薄膜及び前記開口部から前記シリコン基板に第一のドーパントを拡散させ
、前記開口部から第一のドーパントを拡散した部分に高濃度拡散層を、前記シリコン含有
無機薄膜を通して第一のドーパントを拡散した部分に低濃度拡散層を形成する工程を含む
ことを特徴とするｐ型選択エミッタ形成方法。
【請求項２】
　シリコン基板の受光面となる表面にポリシラザン溶液を塗布し、８０～２００℃で加熱
乾燥して前記ポリシラザン膜を形成する請求項１記載の選択エミッタ形成方法。
【請求項３】
　シリコン基板の受光面となる表面に、側鎖又は末端に反応性有機基を有する反応性ポリ
シロキサンを含有する組成物を塗布し、加熱硬化させて前記ポリシロキサン膜を形成する
請求項１記載の選択エミッタ形成方法。
【請求項４】
　シリコン基板がｎ型である請求項１～３のいずれか１項記載の選択エミッタ形成方法。
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【請求項５】
　ポリシラザン膜又はポリシロキサン膜を５～３００ｎｍの厚さで形成する請求項１～４
のいずれか１項記載の選択エミッタ形成方法。
【請求項６】
　第一のドーパントがボロンである請求項１～５のいずれか１項記載の選択エミッタ形成
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ケイ素化合物からなる膜をドーパントの拡散を抑制する拡散抑制マスク
に使用し、ｐ層に選択エミッタ層を形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽電池は、光エネルギーを電力に変換する半導体素子であり、ｐ－ｎ接合型、ｐｉｎ
型、ショットキー型などがあり、特にｐ－ｎ接合型が広く用いられている。また、太陽電
池をその基板材料を基に分類すると、シリコン結晶系太陽電池、アモルファス（非晶質）
シリコン系太陽電池、化合物半導体系太陽電池の３種類に大きく分類される。シリコン結
晶系太陽電池は、更に、単結晶系太陽電池と多結晶系太陽電池に分類される。太陽電池用
シリコン結晶基板は比較的容易に製造できることから、その生産規模は現在最大となって
おり、今後も更に普及していくものと思われる（例えば、特許文献１：特開平８－０７３
２９７号公報）。
【０００３】
　太陽電池の出力特性は、一般に、ソーラーシミュレーターを用いて出力電流電圧曲線を
測定することにより評価される。この曲線上で出力電流Ｉmaxと出力電圧Ｖmaxとの積、Ｉ

max×Ｖmaxが最大となる点を最大出力Ｐmaxとよび、該Ｐmaxを太陽電池に入射する総光エ
ネルギー（Ｓ×Ｉ：Ｓは素子面積、Ｉは照射する光の強度）で除した値：
　η＝｛Ｐmax／（Ｓ×Ｉ）｝×１００（％）
が太陽電池の変換効率ηとして定義される。
【０００４】
　変換効率ηを高めるには、短絡電流Ｉｓｃ（電流電圧曲線にてＶ＝０の時の出力電流値
）あるいはＶｏｃ（電流電圧曲線にてＩ＝０の時の出力電圧値）を大きくすること、及び
出力電流電圧曲線をなるべく角形に近い形状のものとすることが重要である。なお、出力
電流電圧曲線の角形の度合いは一般に、
　ＦＦ＝Ｐmax／（Ｉｓｃ×Ｖｏｃ）
で定義されるフィルファクタ（曲線因子）により評価でき、該ＦＦの値が１に近いほど出
力電流電圧曲線が理想的な角形に近づき、変換効率ηも高められることを意味する。
【０００５】
　上記変換効率ηを向上させるには、キャリアの表面再結合を低減させることが重要であ
る。シリコン結晶系太陽電池においては、太陽光の入射光によって光生成した少数キャリ
アが、主に拡散によってｐ－ｎ接合面へ到達した後、受光面及び裏面に取り付けられた電
極から多数キャリアとして外部へ取り出され、電気エネルギーとなる。
【０００６】
　その際、電極面以外の基板表面に存在する界面準位を介して、本来電流として取り出す
ことのできたキャリアが再結合して失われることがあり、変換効率ηの低下に繋がる。
【０００７】
　そこで、高効率太陽電池においては、シリコン基板の受光面と裏面とを、電極とのコン
タクト部を除いて絶縁膜で保護し、シリコン基板と絶縁膜との界面におけるキャリア再結
合を抑制し、変換効率ηの向上が図られている。
【０００８】
　太陽電池が今後更に普及するためには、より高い変換効率が求められる。変換効率を高
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める手段として、例えば電極直下のみにドーパントを高濃度に含む高濃度拡散層を形成し
、受光面の他の部分の拡散層の表面ドーパント濃度を下げること、つまり選択エミッタを
形成することにより変換効率を向上させる方法がある。
【０００９】
　これに対し、特許文献２（特開２００７－０８１３００号公報）では、酸化ケイ素膜を
拡散制御マスク（拡散抑制マスク）に適用し、パターニングされた拡散層を形成する方法
が提案されている。しかしながら、酸化ケイ素膜を拡散制御マスク（拡散抑制マスク）に
適用した場合においては、酸化ケイ素膜の膜厚を均一に形成することが困難であり、その
結果、拡散濃度にムラが発生し均一な拡散層が形成できない等の問題がある。
【００１０】
　また、特許文献３（特開２００４－２２１１４９号公報）では、インクジェット方式に
より複数の種類の塗布剤の塗り分けを同時に行い、ドーパント濃度やドーパント種類が異
なる領域を簡単な工程で作り出すことを提案している。しかしながら、このようなインク
ジェット方式において、ドーパントとしてリン酸等を用いると腐食対策が必要であり、装
置が複雑となる上に、メンテナンスも煩雑となる。また、ドーパント濃度や種類が異なる
塗布剤をインクジェットで塗り分けても、１回の熱処理で拡散させると、オートドープに
より所望の濃度差が得られなくなってしまう。
【００１１】
　更に、特許文献４（特開２００４－２８１５６９号公報）では、低濃度拡散層と高濃度
拡散層を２回の熱処理により形成する方法を提案している。しかしながら、この方法では
２回のドーパントの熱拡散を行う必要があり、工程が煩雑となって製造コストの増加を招
くおそれがある。だからといって熱処理を１回にすると、オートドーピングにより受光面
の電極直下以外の部分もドーパントが高濃度となり、高変換効率を示さなくなる。
【００１２】
　受光面がｐ型となる太陽電池においても、高変換効率とするには選択エミッタの形成は
必要不可欠であり、表面ドーパント濃度のコントロールが重要である。しかしながら、ボ
ロンの選択エミッタを形成することは容易ではなく、従来の方法では複数回の拡散抑制マ
スク形成や熱処理が必要であり、工程が複雑で煩雑であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開平８－０７３２９７号公報
【特許文献２】特開２００７－０８１３００号公報
【特許文献３】特開２００４－２２１１４９号公報
【特許文献４】特開２００４－２８１５６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、簡便な方法でｐ型選択エミッタ
層を形成することができ、高いエネルギー変換効率を有する太陽電池が得られるｐ型選択
エミッタ形成方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、シリコン基板の受光面側に
有機ケイ素化合物からなる膜を形成し、ｐ層高濃度拡散領域に相当する部位の有機ケイ素
化合物の膜を除去し開口部を形成した後、ボロンを含有した塗布剤を有機ケイ素化合物の
膜及び開口部を覆って塗布し拡散処理することで、複数回の熱処理工程を必要とせず、簡
便かつ確実にｐ型選択エミッタ層を形成することができることを知見した。
【００１６】
　すなわち、ポリシラザン膜等の有機ケイ素化合物の膜を、ボロンドーパントに対して該
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ドーパントの拡散を抑制する拡散抑制マスクを適用した場合、膜厚に比例した濃度でボロ
ンがシリコン基板中に拡散する現象が確認された。
　太陽電池において、短波長領域での変換効率を向上させるためには、受光面における表
面ドーパント濃度は低いほうがよいが、電極接触抵抗を低減するためには、ドーパント濃
度を高くする必要がある。拡散層中のドーパント濃度が低下すると、オーミックコンタク
トが得られないこととなる。
【００１７】
　本発明においては、シリコン基板の受光面側の電極接続位置となる領域には有機ケイ素
化合物の膜を形成せず、それ以外の領域に有機ケイ素化合物からなる膜を用いて拡散処理
することで、電極接続位置となる領域に高濃度拡散層が形成されることから、電極接触抵
抗を低減できる一方、前記有機ケイ素化合物からなる膜形成領域の表面ドーパント濃度は
低くなり、表面パッシベーションが改善され、短波長領域での変換効率を向上させること
ができると共に、ｐ型拡散層において高濃度拡散層と低濃度拡散層とを有するｐ型選択エ
ミッタ層を簡便に形成することができる。
【００１８】
　従って、本発明は、下記のｐ型選択エミッタ形成方法を提供する。
［１］シリコン基板の受光面側にポリシラザン膜又はポリシロキサン膜を形成する工程と
、このポリシラザン膜又はポリシロキサン膜のうち高濃度拡散層を形成すべき領域を除去
して当該領域に開口部を形成する工程と、次いで前記ポリシラザン膜又はポリシロキサン
膜及び開口部を覆って第一のドーパント塗布剤を塗布し、更に８００～１１００℃で熱処
理して前記ポリシラザン膜又はポリシロキサン膜をシリコン含有無機薄膜とすると共に、
該シリコン含有無機薄膜及び前記開口部から前記シリコン基板に第一のドーパントを拡散
させ、前記開口部から第一のドーパントを拡散した部分に高濃度拡散層を、前記シリコン
含有無機薄膜を通して第一のドーパントを拡散した部分に低濃度拡散層を形成する工程を
含むことを特徴とするｐ型選択エミッタ形成方法。
［２］シリコン基板の受光面となる表面にポリシラザン溶液を塗布し、８０～２００℃で
加熱乾燥して前記ポリシラザン膜を形成する［１］記載の選択エミッタ形成方法。
［３］シリコン基板の受光面となる表面に、側鎖又は末端に反応性有機基を有する反応性
ポリシロキサンを含有する組成物を塗布し、加熱硬化させて前記ポリシロキサン膜を形成
する［１］記載の選択エミッタ形成方法。
［４］シリコン基板がｎ型である［１］～［３］のいずれかに記載の選択エミッタ形成方
法。
［５］有機ケイ素化合物の膜を５～３００ｎｍの厚さで形成する［１］～［４］のいずれ
かに記載の選択エミッタ形成方法。
［６］第一のドーパントがボロンである［１］～［５］のいずれかに記載の選択エミッタ
形成方法。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、高濃度拡散層と低濃度拡散層とを有するｐ型選択エミッタ層を有する
太陽電池を簡便に製造することができ、製造歩留まりを高レベルで維持しながら高性能の
太陽電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】（Ａ）～（Ｈ）は、本発明の太陽電池の製造方法の一例についてその工程を順次
説明する概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明のｐ型選択エミッタ形成方法により形成されたｐ型選択エミッタ層を有する太陽
電池は、図１（Ｈ）を参照すると、シリコン基板１と、前記シリコン基板１の受光面側に
形成され、ｐ型高濃度拡散層４ａとこの高濃度拡散層４ａよりもドーパント濃度が低い低
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濃度拡散層４ｂとを有するｐ型選択エミッタ層４と、前記ｐ型選択エミッタ層の高濃度拡
散層４ａと電気的に接続する受光面電極７と、前記シリコン基板１の裏面側に形成された
ｎ型拡散層５と、前記ｎ型拡散層５と電気的に接続する裏面電極８とを備えた太陽電池で
あり、このｐ型選択エミッタ形成方法は、シリコン基板のｐ型拡散層となる側に有機ケイ
素化合物からなる膜を形成し、このｐ型拡散層の電極接続位置となる領域に対応する有機
ケイ素化合物の膜を部分的に除去し高濃度拡散領域となる領域に開口部を形成した後、前
記有機ケイ素化合物からなる膜上にドーパントを塗布し、開口部と有機ケイ素化合物から
なる膜を通して同時にシリコン基板中にドーパントを拡散させることで、ｐ型選択エミッ
タ層を形成するものである。
【００２２】
　以下、本発明のｐ型選択エミッタ形成方法を利用した太陽電池の製造方法を、図面を用
いて説明するが、この説明により本発明が限定されるものではない。
【００２３】
　図１（Ａ）～（Ｈ）は、本発明の太陽電池の製造方法における一実施形態の製造工程を
示す概略断面図である。以下、各工程について詳細に説明する。
（１）シリコン基板１はｎ型でもｐ型でもよいが、本発明の実施例１においてはｎ型基板
を使用する。このシリコン単結晶基板はチョクラルスキー（ＣＺ）法及びフロートゾーン
（ＦＺ）法のいずれの方法によって作製されていてもよい。シリコン基板１の比抵抗は、
高性能の太陽電池を作る点から、０．１～２０Ω・ｃｍが好ましく、０．５～２．０Ω・
ｃｍがより好ましい。シリコン基板としては、リンドープｎ型単結晶シリコン基板が好ま
しい。リンドープのドーパント濃度は１×１０15ｃｍ-3～５×１０16ｃｍ-3が好ましい［
図１（Ａ）］。
【００２４】
（２）ダメージエッチング／テクスチャ形成
　シリコン基板１を例えば水酸化ナトリウム水溶液に浸し、ダメージ層をエッチングで取
り除く。この基板のダメージ除去は、水酸化カリウム等の強アルカリ水溶液を用いてもよ
く、フッ硝酸等の酸水溶液でも同様の目的を達成することが可能である。ダメージエッチ
ングを行った基板１にランダムテクスチャを形成する。太陽電池は通常、表面に凹凸形状
を形成するのが好ましい。その理由は、可視光域の反射率を低減させるために、できる限
り２回以上の反射を受光面で行わせる必要があるためである。これら一つ一つの山のサイ
ズは１～２０μｍ程度が好ましい。代表的な表面凹凸構造としては、Ｖ溝、Ｕ溝が挙げら
れる。これらは、研削機を利用して形成可能である。また、ランダムな凹凸構造を作るに
は、水酸化ナトリウムにイソプロピルアルコールを加えた水溶液に浸してウェットエッチ
ングする方法や、他には、酸エッチングやリアクティブ・イオン・エッチング等を用いる
ことができる。なお、図面では両面に形成したテクスチャ構造は微細なため省略する。
【００２５】
（３）有機ケイ素化合物膜形成
　テクスチャ形成したシリコン基板の受光面となる表面に有機ケイ素化合物からなる膜を
形成する［図１（Ｂ）］。有機ケイ素化合物からなる膜として、ポリシラザン膜又はポリ
シロキサン膜が挙げられる。膜の形成方法として、ポリシラザン膜の場合は、ポリシラザ
ン溶液をシリコン基板の受光面となる表面に塗布し、加熱乾燥処理により溶媒を除去する
ことで、自己架橋反応が進行し、ポリシラザン膜が形成される。ポリシラザン溶液の塗布
方法としてはスピンコート法、スプレー法、ディップ法等、特に限定されないが、スピン
コート法が簡便で好適である。
【００２６】
　ポリシラザン溶液、即ちポリシラザン膜を形成するために用いる塗布組成物は、ポリシ
ラザンと溶媒を含むものとする。
　ポリシラザンとしては、下記一般式（１）
　－（ＳｉＨ2ＮＨ）n－　　　　（１）
で表されるパーヒドロポリシラザンが、転化後の膜中に残存する不純物が少ないことから
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好ましい。なお、パーヒドロポリシラザンは、－（ＳｉＨ2ＮＨ）－を基本ユニットとし
、その側鎖すべてが水素であり有機溶剤に可溶な無機ポリマーである。
【００２７】
　また、溶媒としては、パーヒドロポリシラザンと混ぜて反応しない溶媒であればよく、
トルエン、キシレン、ジブチルエーテル、ジエチルエーテル、ＴＨＦ（ｔｅｔｒａｈｙｄ
ｒｏｆｕｒａｎ）、ＰＧＭＥ（ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　ｇｌｙｃｏｌ　ｍｅｔｈｏｘｙ　ｅ
ｔｈｅｒ）、ＰＧＭＥＡ（ｐｒｏｐｙｌｅｎｅ　ｇｌｙｃｏｌ　ｅｔｈｅｒ　ｍｏｎｏｍ
ｅｔｈｙｌ　ａｃｅｔａｔｅ）、ヘキサンのような芳香族溶媒、脂肪族溶媒、エーテル系
溶媒を用いることができる。
【００２８】
　溶媒中のポリシラザンの濃度は１～３０質量％が好ましく、３～２０質量％がより好ま
しい。１質量％未満では塗布後の膜厚が薄くなり、ｐ型拡散層における拡散濃度差が得ら
れなくなるおそれがあり、３０質量％を超えると溶液の安定性が低下する場合がある。
【００２９】
　ポリシラザン膜を形成するための乾燥温度としては、使用している溶媒の沸点以上であ
れば問題ないが、８０～２００℃の範囲で行うことが望ましい。加熱方法は、特に制限さ
れないが、ホットプレートで加熱する方法、電気炉を用いる方法等が挙げられ、コスト上
、作業上の簡便さからホットプレートを用いる方法が好ましい。ポリシラザン膜の膜厚は
、５～３００ｎｍが好ましく、より好ましくは５０～１００ｎｍである。膜厚が薄すぎる
と、ｐ型拡散層における拡散濃度差が得られなくなり、厚すぎてもボロンがポリシラザン
膜を通して拡散できなくなるおそれがある。
【００３０】
　なお、ポリシラザン膜は、この後に行われるｐ型エミッタ層形成時の熱処理によって焼
成され転化してシリコン含有無機薄膜となり、拡散抑制マスクとしての機能を発揮する。
【００３１】
　ポリシロキサン膜の形成方法としては、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリ
シロキサン、メチルハイドロジェンポリシロキサン等のポリシロキサンの側鎖又は末端を
ビニル基、アミノ基、エポキシ基、カルビノール基、シラノール基、メタクリル基等の反
応性有機基で変性した反応性ポリシロキサンを用い、ポリシラザン膜と同様な処理により
ポリシロキサン膜を形成する。この場合、必要によってはこれらポリシロキサンの種類に
応じた適宜な公知の架橋剤を使用い、架橋ポリシロキサン膜として形成し得る。
【００３２】
　この場合、ポリシロキサンとしては、直鎖状、分岐状、環状のいずれのものでもよく、
具体的には下記式（２）のものが好適に用いられる。
　Ｒ’Ｒ2ＳｉＯ－（Ｒ2ＳｉＯ）－ＳｉＲ2Ｒ’　　　　（２）
　ここで、上記式において、Ｒは炭素数１～３のアルキル基であり、Ｒ’はビニル基、ア
ミノ基、エポキシ基、カルビノール基、シラノール基、メタクリル基等の反応性有機基を
示す。
【００３３】
　ポリシロキサン膜の膜厚は、５～３００ｎｍが好ましく、より好ましくは５０～１００
ｎｍである。膜厚が薄すぎると、ｐ型拡散層における拡散濃度差が得られなくなり、厚す
ぎてもボロンがポリシロキサン膜を通して拡散できなくなるおそれがある。
【００３４】
　なお、ポリシロキサン膜は、この後に行われるｐ型エミッタ層形成時の熱処理によって
焼成されＳｉＯ2からなるシリコン含有無機薄膜となり、拡散抑制マスクとしての機能を
発揮する。
【００３５】
（４）有機ケイ素化合物膜除去
　前記有機ケイ素化合物の膜のうち、ｐ型拡散層の電極接続位置となる領域の膜を部分的
に除去し、高濃度拡散領域となるべき領域に開口部２ａを形成する［図１（Ｃ）］。有機
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ケイ素化合物からなる膜を除去する方法としては、特に限定はなく既知の方法として、エ
ッチングペーストによる除去や、レーザーアブレーションによる除去、除去しない領域を
耐エッチングマスクで覆うマスキングエッチングによる除去方法などが挙げられる。中で
もレーザーアブレーションによる除去が簡便で好適である。
【００３６】
（５）ｐ型選択エミッタ層形成
　シリコン基板１の受光面側に形成されている有機ケイ素化合物の膜上及び前記開口部を
覆ってボロンドーパントを含む塗布剤３を塗布する［図１（Ｄ）］。その後熱処理を行う
ことでｐ型選択エミッタ層４を形成する［図１（Ｅ）］。このとき、有機ケイ素化合物の
膜はシリコン含有無機薄膜となり、拡散抑制マスクとしての機能を発揮する。即ち、シリ
コン含有無機薄膜の存在しない領域（開口部領域）ではドーパントがそのまま拡散して高
濃度拡散層４ａが形成され、シリコン含有無機薄膜の存在する領域ではドーパントの拡散
が開口部領域よりも抑制されて低濃度拡散層４ｂが形成される。その後、このシリコン含
有無機薄膜はガラス成分と共にエッチング除去される。
【００３７】
　なお、熱処理温度は８００～１，１００℃、特に９００～１，０００℃が好ましい。ま
た、熱処理時間は通常２０～３０分である。ドーパントはボロンが好ましく、また、ｐ型
選択エミッタ層４における高濃度拡散層４ａの表面ドーパント濃度は、１×１０18ｃｍ-3

～５×１０20ｃｍ-3が好ましく、更には５×１０18ｃｍ-3～１×１０20ｃｍ-3がより好ま
しい。一方、低濃度拡散層４ｂの表面ドーパント濃度は、１×１０17ｃｍ-3～５×１０19

ｃｍ-3が好ましく、更には５×１０17ｃｍ-3～１×１０19ｃｍ-3がより好ましい。
【００３８】
（６）ｎ型拡散層形成
　シリコン基板１の裏面に同様な処理を行うことでｎ型拡散層５を裏面に形成する［図１
（Ｆ）］。ドーパントはリンが好ましい。ｎ型拡散層５の表面ドーパント濃度は、１×１
０18ｃｍ-3～５×１０20ｃｍ-3が好ましく、５×１０18ｃｍ-3～１×１０20ｃｍ-3がより
好ましい。
【００３９】
（７）ｐｎ接合分離
　プラズマエッチャーを用い、ｐｎ接合分離を行う。このプロセスではプラズマやラジカ
ルが受光面や裏面に侵入しないよう、サンプルをスタックし、その状態で端面を数ミクロ
ン削る。接合分離後、基板に付いたガラス成分、シリコン粉等はガラスエッチング等によ
り洗浄する。
【００４０】
（８）反射防止膜形成
　引き続き、太陽光の光を有効的にシリコン基板内に取り込むために、シリコン基板表面
及び裏面の両方［図１（Ｇ）］に、反射防止膜６を形成する。反射防止膜としては窒化ケ
イ素膜が好ましい。この窒化ケイ素膜は、シリコン基板表面及び内部のパッシベーション
膜としても機能する。この膜厚は７０～１００ｎｍが好ましい。他の反射防止膜として二
酸化チタン膜、酸化亜鉛膜、酸化スズ膜、酸化タンタル膜、酸化ニオブ膜、フッ化マグネ
シウム膜、酸化アルミニウム膜等があり、代替が可能である。また、形成方法もプラズマ
ＣＶＤ法、コーティング法、真空蒸着法等があるが、経済的な観点から、上記、窒化ケイ
素膜をプラズマＣＶＤ法によって形成するのが好適である。
【００４１】
（９）電極形成
　スクリーン印刷装置等を用い、受光面側及び裏面側に、例えば銀からなるペーストを、
スクリーン印刷装置を用いてｐ型高濃度拡散層４ａ及びｎ型拡散層５上に印刷し、櫛形電
極パターン状に塗布して乾燥させる。最後に、焼成炉において、５００～９００℃で１～
３０分間焼成を行い、前記ｐ型高濃度拡散層４ａ及びｎ型拡散層５と電気的に接続するフ
ィンガー電極７、裏面電極８、及びバスバー電極９を形成する［図１（Ｈ）］。
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【００４２】
　なお、図１（Ｈ）ではバスバー電極９が拡散層４，５と接続されていないように示され
ているが、焼成によりファイヤースルーされ、実際は拡散層と接続されている。
【実施例】
【００４３】
　以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例
に制限されるものではない。
【００４４】
　　［実施例１］
　結晶面方位（１００）、１５．６５ｃｍ角２００μｍ厚、アズスライス比抵抗２Ω・ｃ
ｍ（ドーパント濃度７．２×１０15ｃｍ-3）リンドープｎ型単結晶シリコン基板を、水酸
化ナトリウム水溶液に浸してダメージ層をエッチングで取り除き、水酸化カリウム水溶液
にイソプロピルアルコールを加えた水溶液に浸してアルカリエッチングすることでテクス
チャ形成を行った。得られたシリコン基板１の表面に、ポリシラザン溶液を塗布し１５０
℃のホットプレート上で乾燥させ、厚さ８０ｎｍのポリシラザン膜２を形成した。
　なお、ポリシラザンとしては、ＡＺ製　ＡＮＮ１２０－２０　パーヒドロポリシラザン
２０％ジブチルエーテル溶液を用いた。
　その後、レーザーにより、受光面電極直下となる領域のポリシラザン膜を除去した後、
ボロンドーパントを含む塗布剤をポリシラザン膜上に塗布した後に、９５０℃，３０分間
熱処理を行い、ｐ型選択エミッタ層４を形成した。
　引き続き、リンドーパントを含む塗布剤をシリコン基板１の裏面に塗布した後に、９０
０℃，３０分間熱処理を行い、ｎ型拡散層５を裏面に形成した。熱処理後、基板に付いた
ガラス成分は高濃度フッ酸溶液等により除去後、洗浄した。
　次に、プラズマエッチャーを用い、ｐｎ接合分離を行った。プラズマやラジカルが受光
面や裏面に侵入しないよう、対象をスタックした状態で端面を数ミクロン削った。基板に
付いたガラス成分を高濃度フッ酸溶液等により除去後、洗浄した。
　更に、平行平板型ＣＶＤ装置を用い、成膜用ガスとしてモノシランとアンモニアと水素
の混合ガスを使用して、受光面側ｐ型選択エミッタ層４、及び裏面ｎ型拡散層５上に窒化
ケイ素からなる反射防止膜６を積層した。この膜厚は７０ｎｍであった。
　引き続き、受光面側の高濃度拡散層４ａ及び裏面側にそれぞれ銀ペーストを電極印刷し
、乾燥後７５０℃で３分間焼成を行い、表面電極７、裏面電極８及びバスバー電極９を形
成した。
【００４５】
　　［実施例２］
　ポリシラザン溶液に代わり、末端ビニル基で変性したポリシロキサンと、下記の架橋剤
からなる混合溶液をシリコン基板上に塗布し、加熱硬化させ、ポリシロキサン膜を形成し
た以外は、実施例１と同様な方法にて太陽電池を作製した。
　この場合、ポリシロキサンとしては下記式
　ＣＨ2＝ＣＨＳｉ（ＣＨ3）2Ｏ－（Ｓｉ（ＣＨ3）2Ｏ）－Ｓｉ（ＣＨ3）2ＣＨ＝ＣＨ2

のものを使用し、架橋剤としては下記式
　ＣＨ3Ｓｉ（ＯＨ）3

のものを使用した。
【００４６】
　　［比較例１］
　シリコン基板の受光面側にポリシラザン膜の形成を除いた以外は、実施例１と同様な方
法にて作製した。
　即ち、ｐ型拡散層の形成において、ボロンドーパントを含む塗布剤をシリコン基板１の
受光面に直接塗布し、ｐ型拡散層を形成したものである。
【００４７】
　実施例及び比較例で得られた太陽電池を、２５℃の雰囲気の中、ソーラーシュミレータ
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測定した。結果を表１に示す。なお、表中の数字は実施例及び比較例で試作したセル１０
枚の平均値である。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　上記のように、実施例による太陽電池は、シリコン基板のｐ型拡散層となる側に有機ケ
イ素化合物膜を形成し、このｐ型拡散層の電極接続位置となる領域の有機ケイ素化合物膜
を部分的に除去し高濃度拡散領域となる領域に開口部を形成した後、前記有機ケイ素化合
物膜上にドーパントを塗布し、開口部と有機ケイ素化合物膜を通して同時にシリコン基板
中にドーパントを拡散させることで、ｐ型選択エミッタ層を形成することにより、ｐ層パ
ッシベーションが改善され、開放電圧と短絡電流が向上した結果となった。本発明による
製造方法によれば少ない工数でｐ型選択エミッタを形成することが可能である。
【符号の説明】
【００５０】
１　シリコン基板
２　ポリシラザン膜
２ａ　開口部
３　ボロン塗布剤
４　ｐ型選択エミッタ層
４ａ　ｐ型高濃度拡散層
４ｂ　ｐ型低濃度拡散層
５　ｎ型拡散層
６　反射防止膜
７　受光面電極（フィンガー電極）
８　裏面電極
９　バスバー電極
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